
株式会社Ｙ・Ｋ・Ｔ馬場企画定款 

 

 第１章 総則 

（商号） 

第 １ 条 当会社は、株式会社Ｙ・Ｋ・Ｔ馬場企画と称する。 

 

（目的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

    １. 企業経営に関するコンサルティング業務 

    ２. 事業戦略の立案及び実行支援 

    ３. 人材育成及び組織開発に関するコンサルティング 

    ４. マーケティング及び市場調査業務 

    ５. 国際投資・開発に関するコンサルティング業務 

    ６. 開発途上国におけるインフラ整備、経済開発、環境保全に関する調査、企

画、及び支援業務 

    ７. 国際協力事業（ＯＤＡ、ＮＧＯ、国際機関等）の企画、立案、及び実行支

援 

    ８. 国際開発関連の市場調査、データ分析、及び報告書作成 

    ９. 国際開発に関する人材育成及び研修プログラムの企画・運営 

   １０． 住宅設備機器（キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、空調機器等）の販

売及び設置工事 

１１． 給排水設備、電気設備、ガス設備に関する販売及び施工   

１２. 住宅リフォーム及びリノベーションに関する企画、設計、施工   

１３. 住宅設備機器の保守、メンテナンス及びアフターサービス   

１４． 住宅設備機器及び関連資材の輸出入業務   

１５． 住宅関連のコンサルティング業務   

１６. 農産物の生産、加工及び販売   

１７. 農業に関する技術開発及びコンサルティング   

１８. 農産物の輸出入業務に係るコンサルティング   

１９． 農業機械の販売、リース及びメンテナンス   

２０． 農産物の直売所及び農業体験施設の運営   

２１． 前各号に附帯関連する一切の事業 

 

（本店所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を熊本県玉名郡長洲町に置く。 

 



（機関） 

第 ４ 条 当会社は、株主総会及び取締役を置く。 

 

（公告方法） 

第 ５ 条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない

事由により電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 

 

 

 第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、１０，０００株とする。 

 

（株式の譲渡制限等） 

第 ７ 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならな

い。 

 

（株主への株式割当） 

第 ８ 条 会社法第１９９条第１項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与

える場合は、募集事項及び会社法第２０２条第１項各号に掲げる事項を取締役の

決定によって定めることができる。 

 

（株主名簿記載事項の記載又は記録） 

第 ９ 条 当会社の株式取得者は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社に対し、当

該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求す

ることができる。 

２ 前項の規定による請求は、法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株

主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一

般承継人と共同してしなければならない。 

３ 前２項の請求は、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、これを

提出しなければならない。 

４ 譲渡以外の事由による株式の取得である場合には、その事由を証する書面をも提

出しなければならない。 

 

（質権の登録） 

第１０条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書

に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録の抹消につ

いても、同様とする。 



（基準日） 

第１１条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使するこ

とができる株主とする。 

２ 前項のほか必要があるときは、取締役の決定により、２週間前までに公告して基

準日を定めることができる。 

 

（株主の住所等の届出） 

第１２条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社

所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければ

ならない。また、届出事項に変更が生じたときも同様とする。 

２ 当会社の株主が当会社に提出する書面には、前項の印鑑を用いなければならない。 

 

 

  第３章 株主総会 

（招集） 

第１３条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、臨時株主総

会は、その必要に応じて招集する。 

 

（招集権者） 

第１４条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役の決定により取締役社長

がこれを招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役

が定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 

２ 株主総会を招集するには、会日より１週間前までに、当該株主総会で議決権を行

使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第１５条 株主総会は、書面あるいは電磁的方法により議決権を行使できる場合を除き、そ

の総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招

集手続を経ずに開催することができる。 

 

（議長） 

第１６条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故あるときは、

取締役の決定により他の取締役がこれに代わる。取締役全員に事故あるときは、

当該株主総会で定めた者がこれに代わる。 

 

 



（決議） 

第１７条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項の株主総会の特別決議は、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の

３分の２以上をもって行う。 

 

（書面等による決議） 

第１８条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合

において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面

又は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株

主総会の決議があったものとみなす。 

 

（議決権の代理行使） 

第１９条 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、株主又

は代理人は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会ごとに代理権を証す

る書面を提出しなければならない。 

２ 前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ２名以上の

代理人を選任することはできない。 

 

（株主総会議事録） 

第２０条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領及

びその結果等を記載又は記録した議事録を作成し、議事録作成の職務を行った取

締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をする。 

 

 

 第４章 取締役及び代表取締役 

（取締役の員数） 

第２１条 当会社の取締役の員数は、３名以内とする。 

 

（取締役の選任） 

第２２条 取締役は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 

２ 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 

 

（取締役の任期） 

第２３条 取締役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す



る定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の

任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 

 

（代表取締役） 

第２４条 当会社の取締役が２名以上ある場合は、株主総会の決議により代表取締役１名を

定めるものとする。 

２ 代表取締役を社長とし、取締役１名のときは、その取締役を社長とする。 

３ 社長は、当会社を代表し、会社の業務を執行する。 

 

（取締役の報酬等） 

第２５条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利

益は、株主総会の決議によって定める。 

 

 

第５章 計算 

（事業年度） 

第２６条 当会社の事業年度は、毎年９月１日から翌年８月３１日までの年１期とする。 

 

（剰余金の配当等） 

第２７条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株

主又は登録株式質権者に対して行う。 

２ 剰余金の配当がその支払提供の日から３年を経過しても受領されないときは、当

会社は、その支払義務を免れるものとする。 

 

 

 第６章 附則 

（設立時の本店所在場所） 

第２８条 当会社の設立時における本店所在場所は、熊本県玉名郡長洲町大字清源寺２５１

４番地３とする。 

 

（設立に際して出資される財産の価額等） 

第２９条 当会社の設立に際して出資される財産の価額、発行する株式の総数及びその発行

価額は、次のとおりである。 

 出資される財産の価額 金５００万円 

 発行する株式の総数 ５００株 

 発行価額（１株につき）      金１万円 



（資本金の額） 

第３０条 当会社の設立時の資本金の額は、金５００万円とする。 

 

（発起人の氏名及び住所等） 

第３１条 発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及

び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。 

 

 東京都国立市谷保６２０６番地の１コートポワール国立７０３ 

 発起人             馬場勇一 

 割当てを受ける株式数      ５００株 

 払い込む金銭の額      金５００万円 

 

（最初の事業年度） 

第３２条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和８年８月３１日までとする。 

 

（設立時取締役及び設立時代表取締役） 

第３３条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。 

 設立時取締役   馬場 勇一 

 東京都国立市谷保６２０６番地の１コートポワール国立７０３ 

 設立時代表取締役 馬場 勇一 

 

（法令の準拠） 

第３４条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 

 

 以上、株式会社Ｙ・Ｋ・Ｔ馬場企画を設立するため、発起人馬場勇一の定款作成代理人司

法書士法人くぬぎ事務所社員甲斐田誠義は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子

署名する。 

 

令和８年１月２６日 

 

 発起人  馬場 勇一 

 

 

上記発起人の定款作成代理人 

福岡県大牟田市上官町四丁目１４４番地 

司法書士法人くぬぎ事務所 

社員  甲斐田 誠義 
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